
【追加分（R6.4.19 更新）】「王⼦⼸道場新築⼯事設計業務」に関する追加の質問と回答 
公募型プロポーザル 

参加表明書作成における「よくあるお問合せ」（ＦＡＱ） 
 
 
１．参加表明書「実績」 

№ 質問 回答 
❶ 「類似 B」について、学校やこども園等⼜は⽂教

施設の体育館、遊戯場、多⽬的ホール等は含まれ
ますか。 

類似 B の要件は、公募資料記載の構造要件
に加え、「国⼜は地⽅公共団体の発注した体
育施設」であることを求めています。 
「遊技場」「多⽬的ホール」は体育施設には
該当しません。 
また、学校園等の体育館についても、国⼜は
地⽅公共団体の発注したもののみが評価対
象となります。 

R6.4.10 追加
❷ ⽊造に関する設計、加⼯を実施する企業を設計体

制に含む場合について 
(1)当該企業が、本件業務に係る⼯事の下請けとし
て請け負うことは可能か。 
(2)当該企業が、設計事務所からの委託で、ある設
計における詳細図を作成した場合、事務所として
の実績を記載することは可能か。 

(1)公募資料１の説明書 P.8 に、「（４）⼯事
受注資格の喪失」について記載している通
り、協⼒を受ける他の建設コンサルタント
等を含み、本件業務を受注した企業は、本件
業務に係る⼯事の⼊札に参加し⼜は当該⼯
事を請負うことができません。当該⼯事を
請け負うとは、下請⼯事として受注する場
合も含み、⼀切の⼯事を受注することはで
きません。 
(2)設計業務を受注した設計事務所からの
再委託として設計業務の⼀部を受注してい
る場合は、協⼒事務所としての実績として
扱ってかまいません。 

R6.4.18 追加
 
 
２．参加表明書「参加資格」 

№ 質問 回答 
❶ 「神⼾市競争⼊札参加資格者名簿」への登録は必

要か。 
必要ではありません。 

R6.4.19 追加
 


